西宮市営住宅指定管理者次期選定に係る情報提供依頼
（RFI）

西宮市都市局住宅部

【1. 趣旨】
西宮市では、市営住宅の管理運営を指定管理者制度により実施しております。現在の指定管理期間の満了に伴い、次期指定管理者の選定を予定しており、新たな要求水準書の策定を進めているところです。
[bookmark: _Hlk227246988]より実現可能な要求水準書とするため、公営住宅の指定管理業務に携わる事業者の皆様から、現在の要求水準書の内容に関するご意見をお聞かせいただきたく、本情報提供依頼を実施いたします。
具体的には、要求水準書に規定されている業務内容について、実現が困難な項目、特に負担が大きい業務、公募への参入を躊躇させる要因となっている項目等について、事業者の皆様の率直なご意見をお伺いしたいと考えております。
また、市営住宅の指定管理業務を適切に実施するために必要と考える指定管理料についても、おおよその金額をお聞かせいただきたくお願いいたします。
本情報提供依頼は、次期公募の要求水準書及び予算設定の基準策定に向けた参考情報収集段階であり、本情報提供依頼への回答が契約や発注を約束するものではないことをあらかじめご了承ください。
事業者の皆様からいただいたご意見は、次期要求水準書の改善に活かさせていただきます。

【2. 現状説明】
指定管理期間は令和５年４月から令和10年３月までの５年間となっており、債務負担総額は6,246,960千円です。
現在の要求水準書（令和５年度～令和９年度）では、市営住宅の日常管理業務、入居者対応、施設の保守・修繕、各種報告業務等について、具体的な要求水準を定めております。次期選定にあたっては、これまでの運営実績を踏まえつつ、より実現可能で、かつ多くの事業者が参入しやすい内容に改善することを検討しております。
次期公募は令和９年５月を予定しており、指定管理期間は令和10年４月から令和15年３月までの５年間を予定しております。

【3. 要求水準書に関する情報提供依頼項目】
ご質問によっては、お答えが難しい場合もあるかと存じますが、ご回答可能な範囲でお答えいただきたく存じます。
【3-1. 業務内容について（資料１に関すること）】
· 質問1：【資料１】の現在の要求水準書で規定されている業務内容について、実現困難または特に負担が大きいと考えられる業務はありますか。具体的にお聞かせください。
· 質問2：上記で挙げた業務について、どのような点が困難または負担が大きいのか、理由をお聞かせください。（例：人員確保の困難さ、専門知識の必要性、コスト負担など）
· 質問3：上記業務について、改善案や代替案があればお聞かせください。

【3-2. 改良住宅旧耐震住棟に関する住み替え業務について（資料２に関すること）】
【資料２】次期要求水準書案（部分）では、新たに「改良住宅旧耐震住棟に関する住み替え業務」を章立てして規定する予定です。本業務の市場性や実施体制の検討にあたり、以下の質問について貴社のご意見をお聞かせください。
· 質問4：提示した【資料２】次期要求水準書案（部分）の記載内容から、本業務の具体的な内容や事業規模を適切に把握することは可能でしょうか。不足している情報や、分かりにくい点、疑問点などがございましたらお聞かせください。

· 質問5：本業務を実施するにあたり、人員体制の構築、必要な予算（経費）、業務スケジュール等の観点から、特に課題・ボトルネックになると考えられる点があればお聞かせください。

· 質問6：改良住宅は一般的な市営住宅と建設の経緯が異なることから、本業務が要求水準に含まれることが公募への参入判断に影響するかどうかお聞かせください。影響する場合、その理由とともに、「市からのどのような配慮や条件（サポート体制など）があれば参入しやすくなるか」もあわせてお聞かせください。

· 質問7：今回の【資料２】次期要求水準書案（部分）では、入居者の自発的な意思に基づく住み替えを想定していますが、将来的に「退去期限を設け、転居に消極的な入居者に対しても積極的に転居を促す業務（プッシュ型）」へ移行した場合、参入判断にどのような影響があるかお聞かせください。影響がある場合は、その理由や懸念事項もお聞かせください。
[bookmark: _Hlk227671605]※現時点で本施策の導入を決定しているものではありません。現場の実務者として、どのような懸念や課題があるかをご教示いただければ幸いです。

· 質問８：上記質問7のような「プッシュ型の住み替え業務」を指定管理者が担う場合、市と指定管理者との間で、どのような役割分担・責任分担が適切だとお考えでしょうか。円滑に業務を進めるための具体的なご提案や、実施に際しての懸念事項があればお聞かせください。

· 質問9：対象となる入居者には、ご高齢の方や配慮が必要な方が多く含まれることが想定されます。居住支援法人や福祉関係機関との連携など、住み替えを円滑に進めるための効果的なアプローチや、貴社が想定する支援手法があればお聞かせください。

· 質問10：貴社において、これまで公営住宅や類似の集合住宅（民間賃貸含む）等で、入居者の移転・住み替え業務を行ったご実績があれば、差し支えのない範囲でお聞かせください。

【3-3. 指定管理料の算出について（資料１・２に関すること）】
· 質問11：市営住宅の指定管理業務を適切に実施するために必要だと考える指定管理料について、おおよその年間金額をお聞かせください。
（現在の市の債務負担額は令和4年度に決定し、令和５～９年度の５年間で6,246,960千円です。）

【3-4. その他の意見（資料１・２に関すること）】
· 質問12：その他、市営住宅の指定管理者制度の次期選定にあたって、市に対する提案や参入障壁となる項目などご意見があればお聞かせください。

【4. 実施手順】
（１）情報提供依頼に関する質問事項の受付期間
令和８年５月２５日（月）１７：３０まで
様式１「質問票」を本市担当者宛に電子メールでご連絡ください。
来庁や電話等の上記以外の方式による質問については回答しかねますのでご了承ください。
　質問・回答については集約し、質問いただいた各事業者ご担当者様宛にメールで送付します。

[bookmark: 本業務の前工程後工程に位置する契約]（２）情報提供依頼回答書の提出期限
令和８年６月１日（月）１７：３０まで
様式２「回答書」を本市担当者宛に電子メールでご連絡ください。必要に応じて任意様式による別紙資料を併せて提出いただいても構いません。

【5. 秘密保持に関する注記】
· ご提供いただいた情報及び回答内容は、西宮市の個人情報保護条例に基づき、適切に管理いたします。
· ご回答いただいた内容は、次期要求水準書及び予算設定の基準策定の参考資料として、西宮市の内部資料として利用させていただきます。
· ただし、ご提供いただいたご意見や提案の内容につきましては、個別企業の特定につながらない形で、次期公募に向けた基準策定の参考にさせていただきます。
· 本情報提供依頼の目的以外の用途で、ご提供いただいた情報を利用することはいたしません。

【6. その他の注意事項】
· 本情報提供依頼は、市営住宅の指定管理者の次期選定に向けた参考情報の収集を目的としており、本情報提供依頼への回答が、契約や発注を約束するものではないことをあらかじめご了承ください。
· 本情報提供依頼に係る資料の作成、提出等に要する費用は、貴社負担でお願いいたします。
· ご提供いただいた資料は返却いたしません。
· 次期公募の予定時期は、令和９年５月を予定しております。詳細な公募要領等につきましては、決定後、西宮市ホームページ等でお知らせいたします。

【7. 問い合わせ先】
西宮市　都市局　住宅部　住宅管理課（担当：中村、寺本、鈴木）
住所：〒662-0911 西宮市池田町8-11
電話：0798-35-3029
メールアドレス：jyutaku@nishi.or.jp
